
 

下水道事業の広域化についての答申 

 

 

令和８年５月１日    

 

 

長浜市長 浅見 宣義  様  

  

 

長浜市下水道事業審議会 

会長  横山 幸司   

 

 

  

令和８年３月２４日付け、長下総第１５６０号で長浜市長より諮問のありました、下水道事業の広域化につい

て、次のとおり答申します。 

 



 

 

記 

 

 

１．国の広域化・共同化の方針を踏まえた「広域化」の定義について 

 

現在、長浜市では、令和６年３月策定した「長浜市下水道ビジョン」に基づき、老朽化が進行する農

業集落排水処理施設を公共下水道へ接続するなど、汚水処理の効率化を図っているところです。 

一方、国においては、今後の人口減少の進行による使用料収入の減収や、施設の維持更新需要の

増大などを踏まえ、将来にわたり持続可能な事業運営を確保するためには、より広域的かつ経営的視

点に立った取組が必要であるとして、「複数自治体による事業運営の一体化」を推進し始めています。 

しかしながら、長浜市の現行ビジョンでは農業集落排水処理施設の公共下水道への接続を「広域

化」と位置付けており、国が示す広域化の考え方との整合を図る観点から、「長浜市下水道ビジョン」

における「広域化」の定義について改めて整理する必要があると考えます。  

 

 

 

２．農業集落排水事業への地方公営企業法の適用について 

 

    農業集落排水事業への地方公営企業法の適用については、当審議会において、令和５年１０月３０

日に提言した「第２次長浜市下水道ビジョンについての答申」において、事業全体の経営を掌握する

ため、農業集落排水処理施設の再編後（公共下水道への接続、施設間の統合）に適用し、公共下水

道と合わせて下水道事業会計として一本化することが望ましいと答申しており、現行の下水道ビジョン

においても、当該答申を踏まえ、施設再編後に地方公営企業法を適用する方針とされています。 

しかしながら、近隣自治体においては既に地方公営企業法を適用しており、今後、国が推進する「複

数自治体による事業運営の一体化」が進められる場合には、会計制度の統一が経営の一体化の前

提条件となることが想定されます。 

このため、長浜市においても、将来的に広域的な事業運営に対応できる体制を整える観点から、農

業集落排水処理施設の再編完了を待たず、早期に地方公営企業法を適用することはやむを得ないも

のと考えます。 

 

 

 

最後に、今後、複数自治体による事業運営の一体化を本格的に検討されると思いますが、その際は、

料金水準、財務状況、組織体制等の差異を十分に精査するとともに、住民への影響を慎重に見極める必

要があります。そのため、統合の是非については拙速に結論を出すことなく、関連団体との協議を重ね丁

寧かつ慎重に検討を進めることをお願いし答申とします。 

 

 

 



長浜市下水道事業審議会審議経過 

 

令和７年度第３回下水道事業審議会（令和８年３月２４日） 

○ 審議内容 

（１）下水道事業の広域化について（諮問・審議） 

（２）長浜市下水道耐震化計画の策定について 

    （３）重点支援地方交付金を活用した物価高対策事業について（下水道基本料金の減免） 

 

 

 

令和８年度第１回下水道事業審議会（令和８年４月１７日） 

〇 審議内容 

（１）令和８年度答申「下水道事業の広域化について」の答申内容について 
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